
静
岡
・伊
場
遺
跡

（第
一
号
）

１
　
所
在
地
　
　
　
静
岡
県
浜
松
市
中
区
東
伊
場
二
丁
目

・
南
区
東
若
林
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
八
年

（昭
４３
）

一
月
―

一
九
人

一
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
浜
松
市
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
斎
藤
　
忠

。
向
坂
銅
二

。
川
江
秀
孝

・
八
木
勝
行

。

辰
巳
　
均

・
湊
畑
　
敏

・
佐
野

一
夫
ほ
か

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
弥
生
時
代
―
平
安
時
代

７
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

伊
場
遺
跡
は
、　
一
九
四
九
年
に
市
立
西
部
中
学
校
の
生
徒
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
た
遺
跡
で
、
発
掘
調
査
は
同
年
國
學
院
大
学
が
実
施
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

そ
の
後
、
浜
松
駅
周
辺
高
架
化
計
画
に
伴
い
、
遺
跡
周
辺
の
貨
物
駅
移
転
計

画
の
た
め
、　
一
九
六
八
年
に
遺
跡
の
広
が
り
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、
遺
跡
が
広
範
囲
に
展
開
し
、
奈
良

・
平
安
時
代
の
遺
構

。
遺
物

の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
後

一
九
人

一
年
ま
で
断
続
的
に
発
掘
調
査
が

行
な
わ
れ
、
用
地
外
の
地
区
は
伊
場
遺
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。

木
簡
は
、
遺
跡
の
中
央
部
を

一
Ｏ
Ｏ
ｍ
以
上
に
わ
た
り
蛇
行
し
て
流
れ
る
伊

場
大
溝
と
称
す
る
埋
没
河
川
と
、
こ
れ
に
注
ぎ
込
む
枝
溝
か
ら
、
多
量
の
墨
書

土
器
と
と
も
に
、
計

一
一
一
点
出
土
し
た
。
大
溝
は
七
世
紀
前
半
ま
で
は
か
な

り
水
量
が
あ
っ
た
が
、
七
世
紀
後
半
以
降
は
ご
く
緩
や
か
な
流
れ
に
変
わ
り
、

鎌
倉
時
代
に
は
完
全
に
泥
炭
層
と
な
っ
て
川
と
し
て
の
機
能
を
停
止
し
た
と
み

ら
れ
る
。
木
簡
が
投
棄
さ
れ
た
七
世
紀
か
ら

一
〇
世
紀
ま
で
の
時
期
に
は
、
基

本
的
に
木
簡
が
流
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

伊
場
遺
跡
の
発
掘
調
査
報
告
書
は
、
二
〇
〇
七
年
ま
で
に

一
一
冊
刊
行
し
、

木
簡
に
つ
い
て
は
第

一
冊
木
簡
編

（
一
九
七
六
年
）
に
七
七
点
、
第
四
冊
遺
物

編
二

（
一
九
八
〇
年
）
に
三

一
点
の
報
告
を
行
な
い
、
合
わ
せ
て
木
簡
編
収
録

木
簡
の
釈
文
を
補
訂
し
た
。
そ
の
後
、　
一
九
九
〇
年
代
に
木
簡
の
科
学
的
保
存

処
理
を
実
施
し
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
は
木
簡
と
墨
書
土
器
が
合
わ
せ
て
静
岡

県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。　
一
方
、
周
辺
の
発
掘
調

査
に
よ
つ
て
、
伊
場
遺
跡
は
城
山

・
梶
子

・
梶
子
北

。
中
村

・
九
反
田

・
鳥
居

松
な
ど
の
周
辺
の
遺
跡
と
密
接
な
関
連
を
も
ち
つ
つ
展
開
し
、
伊
場
遺
跡
群
と

し
て
捉
え
る
べ
き
様
相
を
呈
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
伊
場
遺
跡
群
出
土
木
簡
の
全
文
字
資
料
に
つ
い
て

再
検
討
を
行
な
っ
て
そ
の
資
料
的
価
値
を
確
定
し
、
公
開
活
用
を
図
ろ
う
と
い

う
気
逗
が
高
ま
り
、
二
〇
〇
四
年
１
０
六
年
に
わ
た
り
、
奈
良
文
化
財
研
究
所

と
共
同
で

「伊
場
遺
跡
群
他
出
土
木
簡
等
再
解
読
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
成
果

は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
、
『伊
場
遺
跡
総
括
編

（文
字
資
料
・
時
代
別
総
括
産

（伊
場
遺
跡
群
発
掘
調
査
報
告
書
第
一
二
冊
）
と
し
て
刊
行
し
た
。
伊
場
遺
跡
群
出

土
木
簡
は
、
本
誌
で
は

一
部
を
創
刊
号
で
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
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中
村
‖
区

塁
書
上
器
1点

中
村
84SD05
塁
書
土
器
1点

中
村
e4区

塁
書
土
器
1点

~   // 
ス
≪ ラ`

梶
子
北
送
跡

隷ホ
簡
8点

(二
永
地
区
)

塁
喜
土
器
7

:梶
子
造
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全
体
 :コ

:木
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15点
  :

:墨
書
土
器
40点

:

璽
騨
置

‐日

I城
山
追
跡

!

教
Sと

弓
。□

]
伊
場
,3次

塁
書
土
器
9

城
山
i～
4次

よ
コ
木
簡
85点

::辞
書
土
器
2耳

:そ
の
他
の
遺
跡
 i

麟
卸
O点

i

:若
林
村
西
遺
跡
 :

i塁
書
土
器
4点
 :

:東
若
林
村
東
遺
跡

:塁
書
土
器
1点

:東
野
宮
遺
跡

i墨
書
土
器
1点

:九
反
阻
遺
跡

!塁
書
土
器
9点

:鳥
居
松
遺
跡

:曇
害
土
器
9点

城
山
7次

塁
書
土
器
3点

』ω＝
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摩
1鍵

標
騨
〒
督
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再
釈
読
の
成
果
と
い
う
形
で
、
木
簡
群
の
概
要
を
報
告
す
る
。
但
し
、
報
告
書

と
の
異
同
が
軽
微
な
場
合
は
割
愛
し
、
ま
た
墨
書
土
器
も
合
わ
せ
て
紹
介
す
べ

き
と
こ
ろ
だ
が
、
右
記
報
告
書
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。
伊
場
遺
跡
以
外
に
つ

い
て
も
、
今
後
順
次
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
釈
文
は
既
報
告
の
も
の
を
最
大
限
尊
重
し
、
訂
正
は
原
則
と
し
て
新

し
い
読
み
を
提
示
で
き
る
場
合
に
限
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
訂
正
し
た
部
分

も
多
々
あ
り
、
今
後
伊
場
遺
跡
群
出
土
木
簡

・
墨
書
土
器
に
関
す
る
釈
文

・

デ
ー
タ
は
、
本
号
ま
た
は

『伊
場
遺
跡
総
括
編
』
所
収
の
も
の
を
利
用
さ
れ
た

い
。
再
釈
読
の
基
本
的
な
考
え
方
や
、
個
々
の
木
簡
の
従
来
の
釈
文
と
の
異
同

に
つ
い
て
は
、
右
記
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

大
溝

〔
マ

ω
　

。
「幸
巳
年
正
月
生
十
日
柴
江
五
十
戸
人

若
准
□

名
□
□
□
三
百
汁
束
若
倭
マ
回
□
日
―十
日］
∞
卜
×

Ю
ｏ

×

∞

〔
阻
力
〕

②

　

「物
マ
ロ
ロ
夫
百
七
十
六
束
代
又
江
田
□

（
∞
Φ
十

μ
］
的
）
×
］
ω
×
∞

・　
　
　
　
竹
田
五
十
戸
人
口

〔
日
佐
力
〕
　

〔又
力
〕

・
□
□
□
□
口
□
□
日
川
回

「
乙
未
年
十
月
□

・
□
□
回
□
□
□
□

衰
文
里
百
十

口斯
力
〕

。
　

　

□
上
回
□
□

（刻
圭
ｅ

〔
稲
力
〕

「幸
卯
年
十
二
月
新
井
里
人
宗
我
マ
ロ
合
∞
ｏ
）
×
］
ｏ
×
∞
　
Ｐ
ｏ
　
第
七
号

カ

］
『
卜
×
］
ｏ
×
∞
　
ｏ
伽
Ｐ
　
笛
↑エ
ハ
ニ
●

合
じ
×
誤
×
］
伽　
常
ｏ　
第
八
号

（
］
Ｐ
Ｐ
）
×
中
Ｐ
×
∞
　
ｏ
い
Φ
　
篤
生

巨
●

０
」
０
」常
Ｐ　
第
三
号

自
ｏ
　
第
五
号

内容 発行 掲載遺物

木簡編 木簡77、 人形、曲物

遺構編 1977 第 3～ 7次調査全遺構

木製品編 1978 木製品

墨書土器、木簡 2 墨書土器412、 木簡31

弥生土器 弥生土器

古墳時代土器 1987 須恵器、土師器

大溝内古墳時代
土器

須恵器、土師器

大溝内律令時代
土器

須恵器、土師器、灰釉
陶器、山茶椀、他

土・石製品、
弥生土器 2

弥生土器、石器、ガラ
ス玉、土製品、金環、他

金属・骨製品、

本製品 2
木製品、金属器、骨製
品、石製品

補遺編 (遺構 2

自然遺物)
2007 端且
姉

製塩土器、金環
臼玉、自然化学

総括編 (文字資
料、時代別総括)

木 簡 192、 墨 書 土 器
1028



釈文の訂正と追加

□

一

日
――
□
椋

一
口
双
□

〔縫
力
〕

□
部
衣
□
屋駅

評
人

語
マ
三
山
椋

一

人

□
竹
□
語
マ
比
古
椋

一

〔屋
力
〕

日
日
―十
日
国
□
　
　
　
口
日
日

Ｈ
Ｈ
□

ロ
マロ
ロ
椋
一今〔酔
己
間
人
マ

囚
ュ
ヵ
〕
　
　
　
〔
石
力
〕

□
ロ
マ
ロ
□
女
屋

一　
口
部
龍
椋

一

口
□
□
　
　
　
　
　
同
口
椋

一

宗
何
マ
ロ
ロ
椋

一

□
口
　
　
　
　
　
　
　
加
毛
日
‐―
回
椋

一

神
人
口
□
回
　
　
　
　
宗
何
マ
伊
□
□
椋

□
木
マ
ロ
椋

一〔屋
力
〕

□
口
□
□
椋
□
□

　

　

□
□
□

委
（
マ
足
結
屋

一　
　
若
倭
マ
小
人
屋

一　
　
　
語
マ
ロ
支
□
屋

一

肥
人
マ
牛
麻
呂
椋

一　
若
倭
マ
八
百
椋

一　
　
　
同
小
麻
呂
椋

一
屋

一

委
（
マ
長
椋
二
　
　
　
五
十
戸
造
麻
久
□
椋
二
　
委
ホ
マ
干
支
朝
椋

一

語
マ
山
麻
呂
椋

一　
　
をボ
（
マ
ロ
ロ
屋

一　
　
　
委
ホ
マ
酒
人
椋

一
屋

一

軽
マ
軽
マ
足
石
椋

一
屋

一　
蘇
可
マ
虎
男
椋

一
屋

一

語
マ
小
衣
屋

一
椋

一

〔
毛

江
と

加
□
□
五
十
戸
人
　
　
　
　
語
マ
小
君
椋

一

口
日
Ｈ
国
男
椋

一
口
回

〔
人
マ
由
〔
椋
力
〕

口
□
□
□
□

同
マ
ロ
ロ
屋

石
マ
国
□
椋

大
〔酔
記
ぼ
石
椋

一

敢
石
部
角
椋

一

口
□
　
　
□

〔丈
力
〕

□□
□
□
□

同

国
宗
可
マ
ロ
椋

一

日
下
マ
部
□
木
椋
二
今
作

宗
何
マ
ロ
ロ
椋

一

宗
□
□
□
□
□
椋

一

（
Ｐ
Ｐ
ω
］
）
×
ω
Ю
×

解
ｏ
　
ｏ
ω
滓
　
常
生

三

二
●



〔易
力
〕

⑪
　
・
坐
□
口
易
遠
慰
慰
□

l121①
　
。
「
　
　
　
　

　
　
　
　

〔田
郷
夫
と

同
日

日
□
龍
日
日
］日
回

日
日
日
日
日
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ
□
□
□
□

名
右
件
人
今
時
過
不
〔鰺
北

「彙
空
屋
蹄
醤
馬
佐
舗
鮮
融
夢
□

【
以
力
〕

□
御
調
央
本
為
而
種
々
政
負
故
清
支
然
者
日
――
□

〔末
呂
力
〕

□
大
口
□
□
回
□
不
息
止
白

〔
《
力
〕

小

斉

漏

《

□

　

　

　

　

（］
じ

巡

段

駕

ｏ
留

第
八
七
号

口
日
――
□
三
使
部
□
口
麻
娼
智
郡
□
宗
吸
臥
大
球
臥
臥
大
大

〔
里
力
〕

。
「□
□
　
　
日
□
□
回
□
□
□
□

〔符
力
〕

名
不
得
□
□
□
□
奉
行

⑩
　
。

□
□
□
□
□

□
□
□
□
秦

マ
秋
主
□
□
」

〔蓋調
力
〕
　
　
　
〔師
体力
〕

・
□
□
□
□
此
□
□
□
□

□

□

□

□

記
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為

白

　

　

」

　

　

（
Ｐ
こ
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授

∞

Ｐ
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第
七

一
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〔物
力
〕
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Ｌ
□
□
□
□
故
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□
在
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＝
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」
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×
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ふ
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第
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」

∞
ω
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１
い

ｉ

！

」
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亀
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日

□
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ω
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五
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１
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日
日
Ｈ

Ｈ
Ｈ
□
□
□
日
Ｈ
Ｈ

日
日
□
十
九
日
Ｈ
Ｈ
Ｈ

日
日
日
□
」

〔領
力
〕
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□
日
日
日
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日
日
日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
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じ
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Ｏ
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釈文の訂正と追カロ

l191     110 lle

□
□
　
　
　
一

□
六
又

□

□
口
□

〔物
力
〕

〔個
掴
排
又
六
十
人
五
石
八
斗

□

口□
回

　
　
　
竹
田
里

□
□
□

□
□
□

□
口
□

・
　

　

　

回

　
　

　

　

□

□
田
里
　
□
口
□
　
　
　
□

。　
　
　
　
　
　
中
国
回

□
□
日
□

ギ
静
剛餅
酢
麗

即
国

語
マロ

ロ
こ

∞
５
×
∞
『
ヽ
×
∞
卜
　
自
Ｐ　
第
八
二
号
②

〔
召
力
〕

＜
□

□

…

…

万

呂

　

　

　

　

　

（ω
阜

『
Ｎ／

］
泉

］

息
∞

第

一
エハ号

．
□
□
□
美
濃
関
向
京
於
佐
々
□
【醇
熱
鯛
期
噸
側
人
」

。
×
駅
家
　
宮
地
駅
家
　
山
豆
奈
駅
家
　
鳥
取
駅
家
」

６
中
ｅ
×
∞
ｏ
×
Ｐ
］

Ｐ
ｏ
　
第
二
〇
号 ｒ

‐，一旧
‐一一‐ノ、‐一‐
一帥
派
脈
脂
惧
は
政
掴

一　
一　
　
一　
一咽
姐
咽
銅
□

五
と
故
畔
飢
配
十
一一口
誅
野
″
側
Ｕ

（Ｓ
じ
×
含
ｅ
×
⇔
　
寓
Ｐ　
第

一
七
号

名
酔
紀
五
年
□
大
豆
四
半
徴
者
司
商
量
不
令
〔酬
兇
」

。

　

ｉ

！

　

　

　

」

（器
ｅ
×
駕
×
ｏ
　
宮
Φ　
第
三
七
号

「
駅

家

工

作

マ〔
磁

帥
だ

　

　

　

　

（こ

巡

巽

誤

ｏ
‘

第
一
一七
子

「
柴

江

里

人

」
　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
ｍ
凝

］
嚢

卜

８

Ｐ

第

七

一一
写

　

２

ａ

∞
∪

×

命

じ

×

×

ｏ

ｅ

　

ｏ
解

　
第

一

一
号



931働991  99 働

〔
里
坊
〕

「浜
津
□
日
川
□

「督
畿
壁
窯
」

⑫働80⑭働

・用
治
田〔即
諜
酔

。
「□
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
ω受
畠
と
ｏ
岳
い
第
四
七
号

。
～
酔
乾
金
手
十
八
束
同
マ
ロ
長
女
四
束

〔
語
力
〕
　

　

　

　

　

〔
五
巴
力
〕

・　
□
部
布
知
万
呂
十
束
□
□

（越
ｅ
ｘ
卜ω×
い
　ヽ
ｏいΦ　
第
八
八
号
ｌ
⑭

「
ロマ
離
戸
呂
田
租
二
私
酢
斗
、
ヵ
′汀
倭
部
豊

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□

□
□
　
□
□
□
□
　
　
　
　
　
（岸∞ｅ
溢
授
ω
８
Ｐ
第
四
一号

「檜
前
入

児
末
呂
　
分
田
井
〔帥
配
ぼ
　
ｏ
」

ヽ
≡
×
ヽ
０
×
Ｆ
　
３
Ｐ　
第
八
三
号
１
０

「
四
大

伴

マ
小

歳

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ∞
反

ド桜

０

８
Ｐ

第
五
一一子

〔
部
力
〕
　

〔
戸
力
〕

。
×
□
廣
麻
呂
□
里
」

。
　

□

回

　

　

　

　

」
　

　

　

　

　

（
Ｐ
じ

溢

授

卜

ｏ
ｓ

第
四
エハ
号

①

　

□
ロ
マ
子
美
女
」

（康
じ
ｘ
協
×
］

０い
や　
第
五
五
号

〔束
ヵ
〕

2)

回
田
刑
部
宇
例
志
十
六
□

「小
文
郷
□〔酢
□、ヵ′√
呂

「竹
田
郷
□
江里〔師光

「栗
原
玉
作
マ
真
×

Ｔ

剛
閉
鯉
戸
主
石
部

ell

□
伊
福
ネ酢章
〓
酎
ォ〕

合
解
９
×
囀
靱
伽
ｂ
　
Ｏ留
　
第
七
八
号
ｌ
⑪

∞
Ｈ
×
や
ヽ
・Ю
ｘ
０　
３
ド　
第
九
四
号
ｌ
⑭

“^
じ
×
やヽ
×

　ヽ
０
∞
Ｐ　
第
口
三
号

ωω
『
×
〕０
×
０　
⇔
留
　
第
五
四
号

含
無
）
×
８
０
ｘ
∞
一り　
Ξ
Ｏ
　
第
九
九
号
ｌ
⑭

彗
”
ｘ
示
ｘ
∞
　
０い
Ｐ　
第

一
〇
号

（Ь
伽
９
×
』
０
メ
∞
　
Ｐ
Ｏ

第
九
七
号
ｌ
①

（Ｂ
じ
×
】
×
ヽ
　
Ｐ
ｏ
　
第
六
七
号

Ｇ
ｅ
×
ｕ
ヽ
※
い

（苫
ド　
第
三
三
号
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釈文の訂正|と追加

回 □
。
□
□
□
□
海
□

・
　

□
保
長
神

廣
麻
呂
九
東

□
知
麻
呂
汁
束

マ
締
給
篠

回
回
依
戸
口
同
マ
色
夫
知
四
束

得
万
呂

ぐ
じ
×
雨
ヽ
×
ω
　
Ｏ
∞
騨　
第
四
四
号

戸
主
若
倭
マ
石
山
六

戸
主
若
倭
マ
足
嶋
九
束

〔丸
力
〕

戸
主
回
（
マ
刀
良

馬
主
戸
口
〔酌
紀
マ
吉
麻
呂
廿
束
　
〔歯
と

鈴
ヵμ
束
代
曇
牡馬□

馬
主
一呈

碁奎

詭

囃

舗

紀

戸
主
若
倭
マ
足
嶋
口
口

戸
主

戸
人
三
□
呂
十

一戸
口
日
―十
日
国

戸
人
口
Ｈ
Ｈ
］□

戸
人
忍
勝
一　
六

敢
石
マ
麻
回

戸
主

戸
人
ロ
ーー
Ｈ
］□

戸
人
□
麻
呂
八

戸
人
九
人
　
十

戸
人
宇
□
呂
八

戸
人
西
万
　
四

語
部
金
日
回

”
人
口
□
□

□

中

一
人
口
回
六

中

一監

・・．‐ヵ響
課

系

・・・ヵビ
六

戸
人

一
首
子
　
十

中

戸
人

中
万
呂
　
四

中

戸
人

中奴
須
真
□

中
八

ヽ
駕
×
Ь
”
ｘ
Ｓ
　
ｏ
言
　
第
五
二
号

回
□
」
（裏
面
刻
書
）

３ヽ
メ
協
ｘ
『・０
　
曾
Ｐ　
第
八
六
号
１
働



〔
石
力
〕

⑫
　
。「　
　
　
　
　
　
●敢
石
マ寅
　
又庸
分醗
酢
ロマ剛舶
田
一所

□
□
五
戸
丁
分
●
□
ロ
マ
ロ
嶋
　
　
　
を示
宜
マ
三
□

一
斤

Ｌ
則
庸
分
中
赫
鵬
肝

一一斤
所
　
中
勅
腿
呂一一
一斤斤
斤

『人

『□
□
』
解

紀
奉
難

　　『□
』
我
　
　
　
　
□
□
□
□
□
□
□
男
』

□
若
倭
部
龍
草
良
臣
大
初
　
　
我
我
我
神
人
部
若
倭

『□
　
□
□
□

若
　
　
『□
□
　
　
大

奉

□
和
』
　

若
豊
忍
　
□
□
　
』

。
「
＜
百
に
児
符
百
々
に
宣
受
不
解
和
西
惟
□
〔酢
掟
疾
三
ネ申
〔眈
Ｍ
ビ

宣
天
工
直
符
佐
元
当
不

【
佐
珂
錦
々
如
律
令

弓
　
　
龍
神

（龍
の
絵
）

人
山
　
龍
□
　
急
急
如
律
令

人
山
　
龍
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

。「＜　　　醐一軸薪却却「急々
如律令　　　　　　　　」

□石五
麻道百
呂一嶋

ぞ  戸
斤茜Ξ

廣
麻
呂

一
斤

百
足

一
斤

九
（
マ
首
麻
呂

一
斤

」

〔乞
司
と

□
□

中　
　
　
　
」

『□
□
□
□
名
□

□
□
口
□
□
早
□
』
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ｏ
∞
×
卜
ｏ
×
い
Ю
　
ｏ
∞
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第
九
五
号
１
０

（
∞
〇
〇
）
×
い
〇
×
∞
　
ｏ
卜
岸
　
笛
生

一
亘
●

∞
罵
×
亀
×
ヽ
　
８
］

第
三
九
号

斤
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ぶ鵡
糾懇
鰯器
鞘
堀艦
糾鴇
獅
伴　天
×

□

回

□

□

□

□

□

□

□

龍
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解
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九
号
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日
回
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工
天
工

　

　

　

（Юこ
溢
翼
∞
常
ｏ
第
一
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写

④
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「
（人
面
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書
）

。
「
　
　
　
　
　
　
　
齢
塾
国
　
　
　
　
　
　
含
ｅ
×
］
∞
×
Ｐ
ф
　
ｏ
ｏ
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第

一
〇
九
号

〔符
力
〕

「□
竹
田
郷
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正
等
大
郡

×

　

（］こ

益
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ｏｓ

第
一
人
号

「
浜
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酎
祀

マ
〔酢

酌
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ヵ
〕

　

（］じ
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沼

ｏ
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一
九
号

〔
野
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冨
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〕

「入
□
中
国
マ
龍
万
呂
天
平
七
年
」

やω契
］粟
］
８
Ｆ
空
≡
写

⑭
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「
　

　

　

　

　

口

回

□
□
　

　

門
四

「酔
配
八
十
歩

□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［日
Ｈ
Ｈ
日
日
Ｈ
］

。
「
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国
回
□
□
□
上
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞∞∞て
（じ

溢

ｏ驚

第
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号

東
部
地
区
枝
溝

〔
〓
一カ
〕

ω
　
。
「
＜
己
亥
年
口
月
十
九
日
測
評
竹
田
里
人
若
倭
マ
連
老
末
呂
上
為
＜
」

。
「
＜
持
物
者
馬
□
〔酔
酌
配
人
□
回
　
史
〔剛
記
史
川
前
連
□
　
　
　
＜
」
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ヽ
　
ｏ
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Ю
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×
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冨
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ω
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釈文の訂正と追加

①
ｌ
①
側
は
、
七
世
紀
と
判
断
さ
れ
る
木
簡
。
⑪
は
伊
場
遺
跡
最
古
の
年
紀

を
も
つ
。
干
支
年
十
月
日
十
某
五
十
戸
十
人
名
十
頴
稲
数
量
の
記
載
か
ら
な
り
、

公
出
挙
の
返
納
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
②
ｌ
ω
も
同
種
の
木
簡
の
可
能

性
が
あ
る
。
０
は
い
わ
ゆ
る
屋
椋
帳
木
簡
。
駅
が
そ
れ
を
支
え
る
人
間
集
団
と

と
も
に
評
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
行
政
機
能
を
近
隣
の
評
に
依
存
し
て
い
た

様
子
が
窺
え
る
。
西
河
原
森
ノ
内
遺
跡
出
土
木
簡
に
み
え
る

「馬
評
」
も
同
様

の
理
解
が
可
能
で
、
こ
う
し
た
形
態
を
と
る
駅
評
が
広
く
存
在
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る

（市
大
樹

「西
河
原
木
簡
群
の
世
界
」
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館

『古
代

地
方
木
簡
の
世
紀
』
二
〇
〇
八
年
所
収
）。
⑮
は
伊
場
大
溝
左
岸
に
合
流
す
る
枝
溝

の
上
流
地
点
か
ら
出
土
し
た
木
簡
。
敷
智
が
七
世
紀
に
は
測
と
表
記
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
。
過
所
風
の
内
容
で
、
評
を
越
え
た
交
通
を
想
起
さ
せ
る
が
、

切
り
込
み
を
も
つ
形
状
や
、
別
の
国
に
属
す
る
評
が
国
名
を
冠
せ
ず
併
記
さ
れ

る
こ
と
な
ど
課
題
も
残
る
。
口
は
丈
部
某

（大
末
呂
か
）
が
作
成
し
た
文
書
木

簡
。
御
調
の
納
入
に
関
わ
る
上
申
を
行
な
う
内
容
で
、
宛
先
は
測
評
家
か
。
七

世
紀
の
木
簡
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
計

一
三
点
あ
り
、
頴
稲
出
挙
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
、
内
容
的
な

一
括
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

⑩
ｌ
⑭
は
入
世
紀
の
木
簡
。
伊
場
遺
跡
は
七
世
紀
の
木
簡
が
初
め
て
ま
と
ま

っ
て
出
土
し
た
遺
跡
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
点
数
的
に
は
人
世
紀
の
木
簡
が

最
も
多
く
、
里
制
下
の
も
の
が

一
九
点

（後
掲
報
生呈
日で
一
八
点
と
し
た
箇
所
が

あ
る
が
、
第
七
八
号
木
簡
を
郷
里
制
以
降
の
時
期
に
含
め
て
し
ま
っ
た
も
の
で
、　
一
九

点
が
正
し
い
）、
郷
里
制
以
降
の
時
期
の
も
の
が
六
九
点

（同
様
に
七
〇
点
と
し
た

箇
所
は
誤
り
）、
計
人
人
点
に
及
ぶ
。

⑫
は
里
制
下
の
木
簡
で
、
敷
智
郡
の
表
記
を
取
る
最
古
の
事
例
。
①
は
竹
田

郷
長
里
正
宛
の
郡
符
木
簡
。
⑬
側
⑫
も
郡
符
に
準
じ
て
理
解
で
き
る
内
容
で
あ

る
。
し
か
も
、
城
山
遺
跡
第

一
九
号
木
簡
や
梶
子
北
遺
跡
第

一
号
木
簡
の
よ
う

に
、
竹
田
郷
以
外
の
郷
に
関
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
、
複
数
の
郷
に
関
わ
る
機
能

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
伊
場
遺
跡
群
が
敷
智
郡
の
郡
家
の
遺
跡
で

あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
⑬
は
召
文
の
封
絨
と
い
う
類
例
の
な
い
木
簡
。

刻
線
を
も
つ
人
名
列
記
の
木
街
ω
、
里
名
を
列
記
し
て
里
ご
と
に
整
理
す
る
帳

簿
状
の
木
簡
⑭
な
ど
も
、
敷
智
郡
の
行
政
拠
点
と
し
て
の
伊
場
遺
跡
の
機
能
を

示
す
。
前
者
は
六
本
の
刻
線
に
よ
っ
て
書
き
出
し
を
五
段
に
書
き
分
け
る
記
載

が
、
少
な
く
と
も
三
段
分
残
る
。
裏
面
に
駅
名
を
列
記
す
る
過
所
風
の
木
簡
⑬

表
面
の
割
書
部
分
は
、
従
来
直
上
の
人
名
の
本
貫
地
な
ど
の
註
記
と
み
ら
れ
て

き
た
が
、
二
名
の
人
名
列
記
の
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
。
の
は
大
豆
の
徴
収
に

関
わ
る
文
書
木
簡
で
、
養
老
五
年

（七
二
３

の
年
紀
が
確
認
で
き
た
。
但
し
、

年
紀
は
地
の
文
章
中
の
も
の
で
、
木
簡
の
年
代
は
こ
れ
よ
り
も
降
る
。

鉛
⑭
ｌ
∞
⑫
⑪
は
サ
ト
名
十
人
名
の
記
載
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
木
簡
。
の
い

も
同
類
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
と
同
じ
タ
イ
プ
の
木
簡
は
伊
場
遺
跡
群

全
体
に
広
く
分
布
し
、
全
部
で
二
九
点
確
認
で
き
る
。
形
状
は
〇
五

一
型
式
の

も
の
が
多
く
、
欠
損
す
る
も
の
も
原
形
は
〇
五

一
型
式
で
あ
っ
た
と
み
て
矛
盾

は
な
い
。
サ
ト
名
の
う
ち
、
駅
家

・
浜
津

・
蛭
田

・
赤
坂

・
小
文

・
竹
田
は
、

い
ず
れ
も

『和
名
抄
』
の
敷
智
郡
に
該
当
す
る
郷
名
が
あ
る
。
ま
た
、
敷
智
郡



所
在
の
駅
は
栗
原
駅
で
あ
る
か
ら
、
の
の
栗
原
は
駅
家
郷
の
別
名
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
木
簡
の
機
能
は
、
記
載
が
簡
略
な
た
め
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、

い
の
末
尾
の

「十
六
□
」
は
、
伊
場
遺
跡
群
の
西
約
五
血
に
位
置
す
る
東
前
遺

跡
出
土
木
簡

（本
誌
第
一
一九
号
）
を
参
照
す
る
と
、
「十
六
束
」
と
み
る
の
が
自

然
で
、
頴
稲
の
数
量
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
家
に
関
わ
る
頴
稲
と
し
て
最
も

一
般

的
な
の
は
正
税
出
挙
稲
で
あ
ろ
う
。
数
量
を
書
く
の
が
例
外
的
で
あ
る
理
由
は

明
確
に
し
得
な
い
が
、
正
税
出
挙
に
関
わ
る
何
ら
か
の
札
と
理
解
し
て
お
き
た

い
。
な
お
、
同
じ
タ
イ
プ
の
木
簡
は
七
世
紀
に
も
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る

（第
九
号
木
簡
）。
七
世
紀
に
は
、
ω
ｌ
①
の
よ
う
な
頴
稲
の
数
量
を
具
体

的
に
記
し
た
木
簡
も
作
成
さ
れ
て
お
り
、
サ
ト
名
十
人
名
の
木
簡
が
具
体
的
な

数
量
を
書
い
た
木
簡
と
併
用
さ
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

出
挙
に
関
わ
る
木
簡
は
他
に
も
多
い
。
⑦
屋
椋
帳
の
本
簡
は
、
出
挙
稲
の
収

納
場
所
と
し
て
の
倉
庫
に
関
わ
る
帳
簿
で
あ
る
し
、
馬
主
が
見
え
注
目
さ
れ
る

⑩
も
、
人
ご
と
に
少
量
の
頴
稲
を
書
き
上
げ
る
点
で
は
、
出
挙
の
管
理
帳
簿
と

い
っ
て
よ
い
。
⑮
や
⑪
も
単
位
は
な
い
が
出
挙
稲
の
数
量
の
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
⑬
も
人
ご
と
に
束
数
を
列
記
す
る
。
こ
の
よ
う
に
出
挙
稲
の
管
理
と
い
う

機
能
は
、
伊
場
木
簡
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
大
規
模
な
倉
庫

群
は
未
確
認
な
が
ら
、
伊
場
遺
跡
群
の
地
が
、
測
評

。
敷
智
郡
の
中
心
施
設
と

し
て
、
七
世
紀
以
降
稲
の
管
理
を
担
い
続
け
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
他
、
田
租
の
み
え
る
制
、
類
例
の
な
い
調
布
の
荷
札
と
み
ら
れ
る
第
四

〇
号
木
街
、
歳
役
の
庸
の
徴
発
事
例
の
可
能
性
が
あ
る

「丁
分
」
の
記
載
を
含

み
、
庸
の
徴
収
の
実
態
に
迫
る
⑫
な
ど
も
あ
り
、
基
本
的
な
租
税
負
担
の
全
て

に
わ
た
る
徴
収
実
態
を
示
す
史
料
が
含
ま
れ
る
点
は
重
要
で
、
伊
場
遺
跡
群
が
、

敷
智
郡
の
文
書
行
政
の
拠
点
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
租
税
収
取
の
拠
点
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

御
は
百
に
呪
符
。
い
は
五
行
思
想
に
基
づ
く
龍
王
呪
符
で
、
水
除
け
の
呪
符

か
。
い
は
天
呈
呪
符
。
他
に
、
眼
病
除
け
と
み
ら
れ
る
第
六

一
号
木
簡
が
あ
る
。

郡
家
の
遺
跡
で
は
近
隣
の
溝
な
ど
か
ら
祭
祀
遺
物
が
出
土
す
る
こ
と
が
多
く
、

伊
場
遺
跡
群
で
も
、
律
令
制
祭
祀
が
大
々
的
に
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

九
世
紀
以
降
の
木
簡
は

一
〇
点
あ
り
、
最
新
は
延
長
二
年

（九
一
一四
）
の
年

紀
を
も
つ
題
銭
軸
で
あ
る

（第
七
七
号
木
簡
）
が
、
釈
文
の
変
更
は
な
い
。

個
々
の
木
簡
の
新
た
な
意
義
付
け
は
措
く
と
し
て
、
今
回
の
再
釈
読
の
最
大

の
成
果
は
、
伊
場
遺
跡
群
と
し
て
周
辺
の
遺
跡
を
有
機
的
の
捉
え
る
視
点
か
ら
、

木
簡
群
を
捉
え
直
せ
た
点
に
あ
ろ
う
。
伊
場
遺
跡

（群
）
出
土
木
簡
が
、
律
令

制
形
成
期
か
ら
衰
退
期
ま
で
、
足
か
け
四
世
紀
に
わ
た
る
律
令
国
家
の
地
方
支

配
の
推
移
を
、
敷
智
郡
家

（渕
評
家
）
と
い
う

一
つ
の
遺
跡
に
お
い
て
継
続
的

に
捉
え
得
る
稀
有
の
資
料
群
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
。

８
　
関
係
文
献

浜
松
市
教
育
委
員
会

『伊
場
遺
跡
総
括
編

（文
字
資
料
。
時
代
別
総
括
送

（伊
場

遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
一
二
、
二
〇
〇
八
年
）

（鈴
木
敏
則
、
渡
辺
晃
宏

〈奈
良
文
化
財
研
究
所
し




